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ケアマネジャーが総会を開催
５月22日、入善町サンウェルにおいて、新川地域居宅介護支援事業者連絡協議会の総会
が開催されました。
参加したケアマネジャーの皆さんは、人材育成コンサルタントの坊佳子先生の実技をま
じえた講演会を熱心に受講されました。

主治医研修会を開催
８月19日、黒部市内のホテルで主治医研修会が医師会の主催で開催され、要介護認定
の重要な資料となる主治医意見書の記載方法の説明や「痴呆性高齢者とかかりつけ医の
果たす役割」を演題とした講演、「主治医とケアマネジャーとの連携」についての事例
発表が行われました。
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平成14年度決算について

介護保険給付費は年間47億円
前年度比10・８％アップ

　平成14年度の組合決算についてその概要をお知らせいたします。
歳入総額は、51億２，４７１万円。それに対し、歳出総額は、50億３，１９７万円
で歳入歳出差引９，２７４万円の黒字決算となりました。

平成14年度　介護保険組合決算概要
歳入

　介護給付費に係る財源は、65歳以上の方の保険料が７億２，８７３万円（介護給
付費に対し15％）、国と県の負担金が18億２，００４万円（同38％）、医療保険者
を通して納められた40歳から64歳までの方の保険料が15億９，２７４万円（同
33％）、構成市町の負担金が６億90万円（同13％）で、給付費に不足する額を、基
金からの繰入金５，６３８万円、財政安定化基金からの借入金４，５００万円で賄い
ました。

歳出



　介護給付費は、47億７，４４０万円の支出となり、歳出決算額の94・９％を占め
ています。
　このうち、施設サービス給付費が33億７，９０３万円（構成比70・８％）、在宅
サービス給付費が13億６，６４８万円（同28・６％）、高額介護サービス費が
２，２５５万円、審査支払手数料が６３４万円です。（主なサービス別支出状況はグ
ラフ参照）
　これらの給付額を、月平均利用者数で除した１人あたり年間給付費は、在宅では
１０２万円、施設では３７５万円となっています。
　前年度に対し、給付費、利用者数ともに増加しました。

事務費
　介護給付費以外の費用である職員の人件費や認定等の事務費１億７，７７４万円
は、国県補助金と構成市町の分担金を財源としています。

第１期保険料算定期間　（平成12年度～14年度）の収支
　３ヵ年の介護給付費は、１２６億２，４３７万円で、計画額を７，８３６万円上回
り、計画達成率は１００・６％となりました。このため、65歳以上の方の保険料で賄
うべき額に１，１３４万円の不足が生じ、財政安定化基金から借入れを行いました。
この要因としては、計画を上回る要介護者数の伸びがあげられます。

低所得者の
在宅サービスの利用者負担を軽減します

<広域化費用効果活用事業>
　13年度から独自の低所得者対策として在宅サービス
の利用者負担（通常１割負担）を２分の１に軽減してい
ます。
　この事業は、介護保険の広域実施による費用効果で造
成した基金を活用するものです。
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新川地域介護保険組合の動き
平成15年２月から８月

２月６（木） 構成市町担当課長会議

14（金） 理事会

17（月） 議会全員協議会（次期事業計画説明）

19（水） 事業計画懇話会

28（金） 組合議会

３月３（月） 認定調査員現任研修（５日各１日参加）

11（火） 介護支援専門員現任研修

16（日） 福祉用具・住宅改修研修会（魚津市と共同開催）

24（月） 認定審査会委員研修（25、28日各１日）

26（水） 例月出納検査

27（木） 介護認定審査会新委員全体会議

４月 インターネットホームページ開設

７（月） 認定審査会（以後、毎週３審査会開催）

22（火） 県内保険者会議
構成市町担当課長会議

30（水） 理事会

５月 第２期事業計画概要版全戸配布

12（月） 構成市町担当課長会議

14（水） 全国介護保険新任担当者研修（東京都　15日まで）

19（月） 例月出納検査

22（木） 新川支援協総会及び研修会

６月 組合広報紙（にいかわ介護）第３号発行

３（火） 介護相談員委嘱書交付

20（金） にいかわ圏域支援協総会

24（火）
　

例月出納検査
決算審査

26（木） 構成市町助役会

７月１（火） 理事会

９（水） 認定審査会合議体長会議

11（金） 県内認定審査会長会議

12（土） 組合議会

30（水） 県内保険者会議

８月６（水） 県内広域保険者研修（立山町　７日まで）

19（火） 主治医研修会

20（水） ケアマネジャー現任研修

22（金） 例月出納検査
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10月から介護保険料の年金天引き額が変わります
　年金天引きで介護保険料を納付している方は、10月から天引き額が変更になります。
これは、７月に送付された介護保険料の決定通知書のとおり、８月までは前年度の天引
き額と同額が仮徴収され、10月、12月及び２月の各納期の保険料額で調整されるため
です。 一般的には、次の表のように金額が変更になります。

● 特別徴収の納期ごとの保険料
（８月までは昨年と同額で天引き、10月から天引き額が増額）

区分
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 保険料年

額4月 6月 8月 10月 12月 2月
第1段階 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 2,800円 16,800円
第2段階 4,200円 4,200円 4,200円 5,400円 5,400円 5,400円 28,800円
第3段階 5,600円 5,600円 5,600円 8,400円 8,400円 8,400円 42,000円
第4段階 7,000円 7,000円 7,000円 10,600円 10,600円 10,600円 52,800円
第5段階 7,000円 7,000円 7,000円 11,400円 11,400円 11,400円 55,200円
第6段階 8,400円 8,400円 8,400円 13,200円 13,200円 13,200円 64,800円

仮徴収 本徴収

前年度と同額を仮徴収 保険料年額から仮徴収額を差
し引いた額を3期に分けて徴収

65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料の減免について
　災害、事故、低収入等により、介護保険料を納めることが困難と認められる場合で、
一定の要件を満たす場合は、介護保険料の減免を受けることができます。
　保険料負担の公平性を確保する観点から、全額免除はありませんが、保険料の納付が
困難な場合は、組合にご相談下さい。
　

管内の人口

全人口 87,518
人

65歳以上人口 21,547
人

要支援・要介護認定者
数 3,022人

位置図
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